
棄 物 処 理 施 設 変 更 許 可 証産 業 廃

令和4年9月2日

富山県南砺市荒木505番地の1

医王環境株式会社

代表取締役 森 雄一

住 所

氏 名

隣'瀞糊

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項の規定により、変更の

許可を受けた産業廃棄物処理施設であることを証する。

田 八 目富山県知事 新

|許可番号’
V lU"-、ｰj

第令4－ﾃfOT.号一~一許 可 の 年 月 日 令和4年9月2日 許可番号

安定型最終処分場

廃プラスチック類、金属くず、ゴムく

ず、ガラスくず､コンクリートくず及

び陶磁器くず、がれき類（これらのう

ち自動車等破砕物であるものを除き、

石綿含有産業廃棄物であるものを含

み、水銀使用製品産業廃棄物であるも

のを除き、特別管理産業廃棄物である

ものを除く｡）

（以上5種類）

施設の種類

処理する産業廃棄物の種類

施設の種類及び

処 理 す る 産 業

廃 棄 物 の 種 類

富山県南砺市能美字浦島22番1 他40筆置 場 所設
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許 可 の 条 件 なし

規則第l1条第8項

の規定による許可

証の提出の有無

4HF
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1． 施設の設置に当たっては、各種関連法規を遵守すること。

2． 計画内容等に変更があった場合は当庁に速やかに連絡し、指示

を受けること。

3． 施設の使用前検査申請書を提出し、職員の検査を受けること。
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